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＜校訓＞ 
 

 
 

 

 

＜教育目標＞ 

正しい判断力を養う 

豊かな情操を養う 

たくましい体力を養う 
 

 

 

＜日課表＞ 

朝 の Ｈ Ｒ ８：３０～ ８：４０ 

１ 校 時 ８：４５～ ９：３５ 

２ 校 時 ９：４５～１０：３５ 

３ 校 時 １０：４５～１１：３５ 

４ 校 時 １１：４５～１２：３５ 

昼 休 み １２：３５～１３：１５ 

５ 校 時 １３：１５～１４：０５ 

６ 校 時 １４：１５～１５：０５ 

帰りのＨＲ １５：０５～１５：１０ 
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＜生徒心得＞ 
 

１ 一般心得 

⑴ 常に人間として品位の向上に努め、地域社会の一員としての自覚を保持すること。 

⑵ 社会規範を守り、公共物の保全に努めること。 

⑶ 強健な身体を錬成するとともに、周到な注意をもって危険を未然に防止して心身の安 

全を守り、将来良き国民となることを期すること。 

⑷ 男女交際は、お互いを尊重し、明朗純真であること。 

⑸ 生徒間の金銭・物品の貸借は避けること。 

⑹ 身分証明書は常に携行すること。 

 

２ 校内生活 

⑴ 登校後、放課までは校地外に出ないこと。やむを得ない場合は直ちにホームルーム担 

任の許可を受けること。 

⑵ 校舎・校具は大切に取扱い、破損した場合は直ちにホームルーム担任あるいは事務室 

に届け出ること。 

⑶ 校舎内の清潔整頓を常に心がけること。 

⑷ 校舎内での拾得物は、ライフサポートグループに届け出ること。 

⑸ 学習に必要のないものは持ち込まないこと。 

⑹ 職員室・事務室等への出入りの際は、用件を告げること。誰もその場にいないときは 

立ち入らないようにすること。 

⑺ 校内で文書等を発行しようとする場合、あるいは他の発行物を配布しようとする場合 

は、あらかじめ学校に届け出て許可を受けること。 

⑻ ポスターその他の掲示物は、あらかじめライフサポートグループの許可及び検印を受 

けること。 

 

３  校外生活 

⑴ 外出・外泊については次のことを守ること。 

ア 外出する際は、行き先・用件・帰宅時間を家族に告げること。 

イ 夜間外出は２１時までとし、やむを得ない場合の他は避けること。 

ウ 外泊は、やむを得ない場合に限り、双方の家庭の了解を得て行うこと。 

⑵ 交通道徳を守り、他の範となるように努めること。特にバス通学生は、乗下車の際は 

一列励行し、老人や子供・病弱者をいたわり、席を譲るなど積極的に努力すること。 

⑶ 飲酒・喫煙・薬物乱用など、法で禁じられていることはしない。 

⑷ パチンコ店およびこれに類似の娯楽場・酒類等の提供を目的とする飲食店等、法で禁 

じられているところへの出入りはしないこと。 

⑸ 校外団体への加入あるいは諸行事への参加は、あらかじめ学校に届け出ること。 

４ 制 服 

制服については、別に定めるところとする。 

 

５  その他 

⑴ 生徒会・部活動などの会合・行事などについては、あらかじめ届け出て許可を受ける 

こと。 

⑵ 集会を行うときは、あらかじめ届け出て許可を受けること。 

⑶ 下宿をするときおよびそれを変更するときは、ホームルーム担任に届け出ること。 

⑷ 現住所に変更が生じたときは、ホームルーム担任に届け出ること。 

⑸ 身辺の大きな変化あるいは突発的な事故が生じたときは、直ちにホームルーム担任に 

届け出ること。 



- 3 - 

＜服装規程＞ 
 

第１条   服装は清潔・質実・端正で本校生徒としての品位を常に保つものでなくてはならない。 

 

第２条   登校時（土曜日・日曜日・祝祭日・休業日）は制服着用のこと。部活動はジャージで 

よい。 

 

第３条    制服は次のとおりとし、変型を認めない。 

⑴ 羽幌高校オリジナル詰襟学生服 

       上衣に左襟に年級バッジ、右襟に校章バッジをつけること。夏服着用期間中は上 

衣を着用しなくてもよい。ただし、白のワイシャツ・開襟シャツを着用する。 

⑵ 羽幌高校オリジナルセーラー服（夏は白、冬は濃紺） 

          左胸左側に年級バッジ、右側に校章バッジをつけ、胸に指定されたチーフをつける

こと。下衣は羽幌高校オリジナルスカートと羽幌高校オリジナルスラックスのいずれ

かとする。 

     ただし、上記の全ての制服について、夏服着用期間中に以下を満たすポロシャツの着 

用を認める。 

⑴ 色は単色で白・黒・ネイビーの３色とする。 

⑵ 柄は胸部および背中上部（首元）にワンポイントで付いているロゴや文字に限る。 

⑶ 袖は半袖とする。 

⑷ 胸元のボタンは３個までのものとする。 

⑸ 胸ポケットの有無は自由とする。 

 

第４条   夏服・冬服の期間は次のとおりとする。 

        夏 服    ６月中旬～９月中旬 

         冬 服    ９月中旬～６月中旬 

 

第５条   上靴は、学年毎に色分けされたラインの学校所定のシューズとする。 

 

第６条   外被物は、高校生らしい色彩・型を選択し、不適当と認められるものは禁止する。 

 

第７条   靴、その他の着用・携行品は華美なものを避け、実用的なものを選ばなければならない。

不適当なものと認められるものは禁止する。 

 

第８条   異装はあらかじめライフサポートグループの許可を受けるものとする。 

 

第９条   その他 

⑴ 校舎内での外套の着用を禁止する。 

⑵ 装飾具は禁止する。（イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪など） 

⑶ 化粧、マニキュア、頭髪の脱色・染色、パーマ等を禁止する。 

 

＜附 則＞ 

この規程は昭和４５年４月１日から施行する。 

 平成 ４年 ４月 １日一部改正 

 平成１０年 ４月 １日一部改正 

 平成１５年 ４月 １日一部改正 

  平成１９年 ４月 １日一部改正 

  平成２４年 ４月 １日一部改正 

  令和 ６年 ４月 １日一部改正  
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＜交通安全規程＞ 
【目的】 

第１条  この規程は、本校生徒の交通及び通学の安全並びに交通災害の防止を目的とする。 

【自転車について】 

第２条  自転車通学を希望する者は、「自転車通学届」をホームルーム担任に提出し、自転車点

検に合格した後、自転車通学許可ステッカーを所定の場所に貼る。ただし、ステッカー

代は自己負担とする。 

    ２ 自転車通学生心得 

⑴  自転車は自転車置き場に整頓して置き、鍵を必ず掛ける。 

⑵  自転車通学届で届け出た自転車以外を用いて登校しない。 

【自動車学校への通学について】 

第３条  進路決定者は次の各号を満たす場合、自動車学校へ通学することができる。ただし、 

進路未決定者についても家庭学習期間以降であれば次の各号を満たす場合、自動車学校 

へ通学することができる。 

⑴  ライフサポートグループから通学上の諸注意を保護者と共に受けた者。 

⑵  卒業の見込みがある者。 

⑶ 「自動車学校通学届」「誓約書」を提出できる者。 

第４条  原動機付き自転車及び自動二輪車の運転免許取得を目的とした自動車学校への通学は

禁止する。 

【その他運転免許の取得について】 

第５条  その他特殊小型（水上オートバイ）などの免許の取得は原則禁止とするが、卒業後の 

就職先で必要な場合はライフサポートグループで別途審議をする。 

 

 

＜アルバイト規程＞ 
 

【目的】 

第１条  この規程は、生徒がアルバイトに従事する場合における、学校生活との両立を達成す 

ることを目的とする。 

 

第２条  高校生としての本分である勉学・部活動に専念し、春季・夏季・冬季休業中以外のア 

ルバイトは原則認めない。ただし、進路決定者については休業中以外のアルバイトを認 

める。 

 

第３条  春季・夏季・冬季休業中のアルバイトについても、余暇の善用につとめ、できるだけ 

避けること。 

 

第４条   次の各号を満たす者はアルバイトに従事することができる。 

⑴  ライフサポートグループからアルバイトに関する諸注意を受けた者。 

      ⑵  進級・卒業の見込みがある者。 

      ⑶  ライフサポートグループから「アルバイト許可証」を発行された者。 

     ⑷  特別指導期間中でない者。 

 

第５条    下記のアルバイトに従事することは禁止する。 

⑴ 高校生の出入り禁止場所での従事 

⑵ 許可なく旅館、島の民宿など泊まり込みが必要な場合 

⑶ 重労働・危険を伴う作業 

⑷ 帰宅が２１時以降になる勤務の場合 

⑸ 酒類の提供を中心とした飲食店での接客 

⑹ その他ライフサポートグループが不適切と考える勤務 
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＜部活動並びに対外活動参加規程＞ 
【部活動】 

第１条  部活動とは、部活動等運営委員会に認められた部・同好会・外局の活動をいう。 

また、部活動には顧問をおく。 

【目的】 

第２条  この規程は、本校における部活動並びに対外活動参加の基準及び手続き等について必 

要な事項を定めることを目的とする。 

【対外活動参加の基本方針】 

第３条  対外活動（大会参加・研究会・他校訪問・コンクール・練習試合・合宿）の参加にあ 

たっては、生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮し、社会性の育成、及び個性の伸 

長を図ることを基本とする。 

  

【部活動の制限】 

第４条  部活動の制限については、次のとおりとする。 

⑴  平日の活動時間は１８時までとし、１９時までに下校させる。 

⑵  活動は顧問の指導のもと行い、生徒の下校を確認する。 

⑶  休業日の活動時間は８時から１６時までとする。 

ただし、事前に校舎暖房使用届の提出により延長することができる。 

  ２  平日は週に１日以上、休日は週に１日以上、生徒を休養させる。 

  

【大会参加の制限】 

第５条  大会参加の制限については、次の各号による。 

⑴  各部局は、高体連・高野連・高文連の主催・共催する大会を含め４回を限度とし 

て出場することができる。 

⑵  授業に支障のない試合、大会は練習試合として扱うことができる。 

 

 

【対外活動の参加の資格】 

第６条  対外活動に参加する生徒は、次の各号を原則満たした場合とする。 

⑴  保護者の承諾のあった者。 

⑵  連盟規約等に違反しない者。 

⑶  学習成績が著しく不良（評価・評定・仮評定１を有する）でない者。 

⑷  特別指導中でない者。 

⑸  出発の前日の時点で、欠席数が各教科・科目の実施時数の２割を超過していない者。 

⑹  部活動及びそれに準ずる活動を日常的に行っている者。 

⑺  校長が認めた者。   

 

【大会参加の日程】 

第７条  対外活動に参加する場合の日程は、次の各号とする。 

⑴  高体連・高野連・高文連の主催・共催する大会参加の場合は、生徒会遠征支給日 

程の定めによる。 

⑵  その他の大会（規程で認められた大会・遠征）については、負担にならない範囲 

での参加とする。 

 

【練習試合】 

第８条  練習試合を行う場合は、授業に支障のない範囲で行うものとし、かつ日帰り日程とする。 

 

【合宿】 

第９条  合宿を行う場合は、授業に支障のない範囲で行うものとし、次の号による。 

⑴  日数は同一年度通算１４日以内とする。 

⑵  顧問の同宿できない部は合宿できない。 

⑶  合宿中、参加生徒の態度が不真面目並びに非行が認められた場合は、合宿を解散 
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させることもある。 

【参加の手続き】 

第 10条  対外活動に参加する場合の手続きは、次の各号によることとし、原則として参加１週 

間前までにライフサポートグループに提出し、校長の決裁を受ける。 

          ⑴ 対外活動に参加する場合は、遠征計画書と参加承諾書を提出すること。 

⑵ 保護者より活動費用を徴収した場合は、活動後ただちに保護者へ決算を報告す 

ること。 

 

【特別な場合の参加資格】 

第 11条  近隣の学校及び高体連・高野連・高文連の各支部並びに道内・国内においての選抜チ 

ーム又は強化合宿等に参加要請があった場合、部局顧問会議で協議し、職員会議に諮る。 

２  第６条⑸を満たさない場合のうち、授業の実施時数が少ない場合は部局顧問会議で 

協議し、職員会議に諮る。 

【登録料・参加料・遠征費等】 

第 12条  登録料・参加料及び遠征費の支給は、以下のとおりとする。 

      ⑴  登録料 

        各連盟・協会等への登録料は、生徒会から支給する。 

      ⑵  参加料 

        ア 支部大会及び全道大会は、高体連・高野連・高文連が主催、共催する大会につ 

いて、それぞれ年２回まで支給する。 

       イ 支部大会がない場合の全道大会についても支給する。なお、支部大会に参加せ 

ずに全道大会に出る場合は別途審議する。 

      ⑶  遠征費 

          ア 高体連・高野連・高文連が主催、共催する大会のみ支給する。 

       イ 支部大会及び全道大会は、それぞれ生徒１人に対し、年１回の支給とする。た 

だし、大会要項にある登録人数以内とする。 

        ウ 支部大会がない場合の全道大会についても支給する。なお、支部大会に参加 

せずに全道大会に出る場合は別途審議する。 

       エ 宿泊費は、一律１，５００円とし、最長３泊まで支給する。 

オ 交通費は旭川市内の場合３，０００円。その他の場合は、実費または道旅費規 

程による。また、全道大会の場合は実費×０．７（１０円単位切り捨て）または 

道旅費規程×０．７（１０円単位は切り捨て）とする。 

       カ 同好会の遠征費は支給しない。 

   ２  登録料・参加料及び遠征費において、年度内の転部や兼部により、各補助の回数の上 

限を超える場合は別途審議する。 

 

【特別審議】 

第 13条  この規程によりがたい場合（個人参加等）は部局顧問会議で協議し、職員会議に諮る。  
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＜生徒会会則＞ 
第１章 総則 

第１条 

本会は北海道羽幌高等学校生徒会と称する。 

第２条 

本会は全会員の健全な自治活動を通して、自主独立の精神を育成し、民主的で明朗、堅実な

学校生活を確立することを目的とする。 

 第３条 

本会は、羽幌高等学校生徒全員で構成する。 

 第４条 

本会の活動は、特別教育活動として行われるものである。 

第２章  機関 

【機関および役員】 

 第５条 

本会に次の機関をおく。 

⑴  ホームルーム 

⑵  生徒大会 

⑶  代議員会 

⑷  執行部 

⑸  常任委員会 

⑹  部および同好会 

⑺  外局 

⑻  会計監査委員会 

⑼  部活動審議委員会 

⑽ 選挙管理委員会 

第６条 

本会に次の役員をおく。 

⑴  次の役員は全会員の投票によって選出するものとし、ホームルーム役員をかねること 

ができない。 

ア  会     長 １名 

     イ   副  会  長 １名 

ウ   書 記 局 長 １名 

      エ   会 計 局 長 １名 

      オ   会計監査委員長 １名 

      カ   部活動審議委員長１名 

      キ   議     長 １名 

  ⑵  次の役員は各ホームルームから選出する。 

      ア   生活常任委員  ２名 

      イ   文化常任委員  ２名 

ウ   体育常任委員  ２名 

      エ   部活動審議委員 １名 

      オ   選挙管理委員  １名 

  ⑶ 次の役員は会長が委嘱する。 

    ア  書記局員 ４名以内 

【ホームルーム】 

  第７条 

ホームルームは生徒会組織の基盤であり、各機関からの議題を討議し、議決事項を実行する。 

  第８条 

ホームルームには委員長１名、副委員長２名をおく。 
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【生徒大会】 

   第９条 

生徒大会は、本会の最高議決機関であり、全会員で構成する。 

  第 10条 

定例会は５月に開くものとする。 

   第 11条 

本会の召集は会長が行う。 

   第 12条 

定例会においては、次の事項について審議、決定する。 

   ⑴  予算、決算に関すること。 

   ⑵  年度事業計画に関すること。 

   ⑶  会則および規程の改廃に関すること。 

   ⑷  生徒会自治に関すること。 

  ⑸  その他。 

   第 13条 

臨時会は次のいずれかの場合に開くことができる。 

   ⑴  全会員の４分の１以上の署名による請求のあったとき。 

⑵  代議員会が必要と認めたとき。 

   ⑶  会長が請求したとき。 

   第 14条 

生徒大会は全会員の３分の２以上の出席で成立し、議案は出席会員の過半数の賛成によっ

て議決する。 

【代議員会】 

第 15条 

代議員会は生徒大会につぐ議決機関であり、各ホームルームの委員長、副委員長で構成す

る。 

 

   第 16条 

代議員会は次の場合に、随時開くものとする。 

  ⑴  議長が必要と認めたとき。 

   ⑵  会長が請求したとき。 

   ⑶  代議員定数の３分の１以上の代議員が請求したとき。 

   第 17条 

代議員会は次の事項について審議、決定する。 

   ⑴  中間決算に関すること。 

⑵  細則の制定、改廃に関すること。 

   ⑶  部、同好会の設立、改廃、合併に関すること。 

   ⑷  第６条第１項による役員の解職に関すること。 

   ⑸  執行部、ホームルームから提出された議案に関すること。 

   ⑹  その他生徒会自治に関すること。 

   第 18条 

代議員会は、定数の３分の２以上の代議員の出席で成立し、議案は出席代議員の過半数 

の賛成で成立する。ただし、細則の制定、改廃、議員の解職に関する議案は出席代議員の 

３分の２以上の賛成で議決する。 

【執行部】 

   第 19条 

執行部は、本会の最高の執行機関である。 

   第 20条 

執行部の構成、任務は次のとおりとする。 

   ⑴  会    長    執行部を総括し本会を代表する。 

   ⑵  副 会 長    会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する 

⑶  書記局長    各常任委員会の連絡調整にあたり、本会の庶務を処理する。 
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  ⑷  会計局長    本会の会計に関する業務を統括する。 

  第 21条 

執行部の任期は１０月１日から翌年の９月３０日までとする。 

【書記局員】 

第 22条 

書記局員は書記局長を補佐し、本会の庶務を担当する。 

第 23条 

書記局員の任期は１０月１日から翌年の９月３０日までとする。 

【常任委員会】 

  第 24条 

各常任委員会は各ホームルームから選出された２名で構成し、その中から常任委員長を１ 

名互選する。 

  第 25条 

各常任委員長は常任委員会を統括する。 

  第 26条 

常任委員会として次のものをおき、それぞれの業務を担当する。 

  ⑴  生活常任委員会   本会の保健衛生・風紀に関する業務にあたる。 

  ⑵  文化常任委員会    本会の文化的行事および生徒会誌『望潮』の企画編集に関する業 

務にあたる。 

  ⑶  体育常任委員会    本会の体育的行事および壮行会の企画運営に関する業務にあたる。 

 第 27条 

各常任委員の任期は、４月１日から９月３０日まで、１０月１日から３月３１日までのそれ 

ぞれ半年とする。 

【部および同好会】 

  第 28条 

部および同好会の規程は別に定める。 

  

【外局】 

  第 29条 

外局として次のものをおく。 

  ⑴  吹奏楽局 

  ⑵  図書局 

    ⑶ ボランティア局 

  第 30条 

外局の役員は外局内で決める。 

  第 31条 

外局は年間行事計画を執行部に提出する。 

 【会計監査委員会】 

  第 32条 

会計監査委員会は、本会の会計に関する監査を行う。 

  第 33条 

会計監査委員会は、会計監査委員長と会計監査委員長が全会員の中から指名した４名で構成

する。 

  第 34条 

会計監査委員会は、監査結果を執行部、代議員会に報告する。 

  第 35条 

会計監査委員長および会計監査委員の任期は、１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

  第 36条 

監査の規程については別に定める。  
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【部活動審議委員会】 

第 37条 

部活動審議委員会は部活動の状況を調査し、部、同好会の設立改廃、合併に関して意見をつ 

けて執行部および代議員会に報告する。 

  第 38条 

部活動審議委員会は、部活動審議委員長と各ホームルームから選出された１名の審議委員で 

構成される。 

  第 39条 

部活動審議委員長の任期は１０月１日から翌年９月３０日までとし、部活動審議委員の任期

は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

【選挙管理委員会】 

  第 40条 

選挙管理委員会は本会の役員の選挙の管理運営にあたる。 

  第 41条 

選挙管理委員会は各ホームルームから選出された１名の委員で構成し、その中から委員長１ 

名を互選する。 

  第 42条 

選挙管理委員の任期は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

  第 43条 

選挙に関する規程は別に定める。 

 【議長】 

  第 44条 

議長は生徒大会および代議員会の議事運営を行う。 

  第 45条 

議長の任期は１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

 

 

第３章  解職 

  第 46条 

生徒会役員の解職については、全会員の４分の１以上の署名により選挙管理委員会に解職請 

求することができる。選挙管理委員会が発議し、代議員会で出席代議員の３分の２以上の賛成 

のあったときその役員を解職する。 

第４章  会計 

  第 47条 

本会の会計年度は毎年４月１日から始まり翌年の３月３１日に終わる。 

  第 48条 

本会の経費は会費、入会金およびその他の収入による。会費、入会金の額は生徒大会におい 

て定める。 

第５章  改正 

  第 49条 

本会則を改正する場合は代議員会において出席代議員の３分の２以上の賛成により発議し、 

生徒大会で出席会員の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

＜附 則＞ 

本会則は、昭和４６年１２月２３日より施行する。 

  平成１０年 ４月 １日一部改正 

  平成１５年 ４月 １日一部改正 

  平成２０年 ４月 １日一部改正 

 平成２２年 ４月 １日一部改正 

 平成２９年 ４月 １日一部改正 

 令和 ６年 ４月 １日一部改正 
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＜部および同好会規程＞ 
第１章  総則 

 第１条 

この規程は生徒会会則第 28条にもとづいて制定する。 

第２章  設立及び改廃 

 第２条 

部および同好会は年度末に、その年度の活動報告書を添付して継続願を執行部を経て、部活

動審議委員会に提出する。 

 第３条 

新たに同好会を設立しようとする場合は、同好会設立願を執行部を経て、部活動審議委員会

に提出する。 

 第４条 

新たに部を設立しようとする場合は、１年間以上同好会として相当の活動を必要とし、同好

会の活動報告書を添付して部設立願を執行部を経て部活動審議委員会に提出する。 

 第５条 

部・同好会の設立願の内容は次のとおりとする。 

  ⑴  名称 

  ⑵  設立趣旨 

  ⑶  発起人名簿 

  ⑷  顧問・部長 

  ⑸ 年間活動計画書もしくは年間活動報告書 

第６条 

部および同好会の改廃については以下のとおりとする。 

  ⑴ 各部および部活動の活性化を目指して審議されるものとする。 

  ⑵  各部が次のいずれかの状態となった場合、審議の対象とする。 

ア  構成人員が０人となった場合。 

    イ 大会への参加が１年間なかった場合。 

    ウ 日常的な活動が行われていない場合。 

第３章  構成および運営 

第７条 

部および同好会は加入を希望する会員によって構成する。 

  第８条 

構成人員は定めない。 

  第９条 

部長は部員の互選によって選出する。 

  第 10条 

部活動は、体育系部活動の兼部は認めない。ただし、異種系部活動を兼ねる場合は、それぞ

れの部活動の支障をきたさないものとする。 

  第 11条 

退部の際は、顧問・担任・ライフサポートグループ部活動担当者に退部届を提出するものと

する。 

第４章  経 費 

  第 12条 

部の経費は生徒会から支出するが、予算を超過した分についてはその部内で処理する。ま

た、経費を不正に使った場合は、その部・同好会は廃部とする。 

  第 13条 

同好会には生徒会が助成金を支出する。 

  第 14条 

同好会の遠征は認めるが、遠征費は自己負担とする。 

  第 15条 

部長は執行部の指示した日までに年間の予算申請書を提出する。 
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＜選挙規程＞ 

第１章  総則 

第１条 

この規程は生徒会会則第 43条にもとづいて制定する。 

第２章  選挙管理委員会 

第２条 

選挙管理委員会（以下委員会と称する）は生徒会の役員選挙に関する事務ならびに管理を行

う。 

  第３条 

委員会はこの規程に定める以外に委員会の運営に必要なことを定めることができる。 

第３章  選挙権および被選挙権 

  第４条 

本生徒会会員はすべて選挙権を有する。 

  第５条 

   被選挙権は１・２年生に在籍する会員が有する。ただし、４月１日から９月 30日までの間に

行われる補充選挙においては３年生に在籍する会員もこれを有する。 

  第６条 

選挙管理委員は、被選挙権を有せず、選挙運動をすることもできない。 

第７条 

選挙管理委員が立候補する場合は、その前に委員を辞職しなければならない。 

第４章  立候補 

第８条 

２つ以上の役職に立候補することはできない。 

  第９条 

立候補する者は委員会の定める様式に従い、責任者１名の氏名を添えて委員会に届出をする

ものとする。 

第５章  選挙運動 

  第 10条 

選挙運動の期間は、届出直後から立会演説会までとする。 

第 11条 

選挙ポスターは委員会の制定する用紙５枚以内の使用を認め、委員会で定めた場所に掲示で

きる。ただし検査印のないものは無効とする。 

  第 12条 

立会演説会は投票日に委員会によって行われる。 

第６章  投票 

  第 13条 

選挙は１名１票の無記名投票で行い、代理投票および不在者投票は認めない。 

  第 14条 

投票用紙は委員会で制定した用紙を用いる。 

第７章  開票 

  第 15条 

開票は投票終了後、ただちに委員会が行う。 

  第 16条 

次の場合は無効投票とする。 

  ⑴  所定の用紙を用いていないもの。 

⑵  所定以外のことを記入したもの。 

  ⑶  委員会が「判定不能」と判断したもの。 

  第 17条 

委員会は開票の結果を公示しその記録を保管する。 

  第 18条 

異議申し立ては、開票結果公示の翌日までとする。 
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第８章  当選 

  第 19条 

立候補者が定員より多い場合は、得票数の多い順に当選とする。 

  第 20条 

信任投票の場合は有効投票（白票を含まない）の過半数の信任票をもって当選とする。   

 

＜附 則＞ 

本規程は昭和４７年１０月２６日より施行する。 

  平成１０年 ４月 １日一部改正 

 平成２２年 ４月 １日一部改正 
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